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 関係事業者団体 各位 

 

青森県環境エネルギー部環境保全課長 

（  公 印 省 略 ）  

 

産業廃棄物管理票（ マニフ ェ ス ト ） に関する 報告書について（ 依頼）  

 

 本県の廃棄物行政の推進につき ま し て は、 平素から 格別の御協力を 賜り 厚く お礼申し 上げ

ま す。  

さ て、 産業廃棄物を 排出する 事業者は、 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律（ 昭和 45 年法

律第 137 号。 以下「 法」 と いう 。） 第 12 条の３ 第７ 項及び法施行規則第８ 条の 27 の規定によ

り 、 前年度１ 年間に交付し たマニフ ェ ス ト の状況について、 毎年６ 月 30 日ま でに産業廃棄物

を 排出し た 事業場の所在地を 管轄する 都道府県知事（ 青森市及び八戸市について は各市長）

に報告する こ と が義務付けら れていま す。  

 つき ま し て は、 御多用のと こ ろ お手数を おかけし ま すが、 貴団体の会員に対し 、 会員が産

業廃棄物を 排出し ている 場合には、 忘れずに産業廃棄物管理票交付等状況報告書を 提出する

よ う 周知し て く ださ る よ う お願いいたし ま す。  

 な お、 電子マニフ ェ ス ト を 使用し ている 場合は、 法第 12 条の５ 第９ 項の規定に基づき 、

電子マニフ ェ ス ト の運用組織（ 情報処理セン タ ー） が都道府県知事等に報告を 行う こ と と さ

れて いる ため、 産業廃棄物を 排出する 事業者が自ら 報告する 必要はあ り ま せん。  

 その他詳細について は、 以下、 青森県庁ホ ーム ページを ご 覧く ださ い。  

 

（ 参考）  

「 産業廃棄物管理票交付等状況報告書について」  

URL： ht t ps: //www. pr ef . aomor i . l g. j p/soshi ki /kankyo/hozen/2008-0625-1609-540. ht ml  

 

 

 

  

環境エネルギ ー部環境保全課 

廃棄物・ 不法投棄対策グ ループ 

担当  成田 

TEL 017-734-9248  FAX 017-734-8081 



【 参 考】  

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出先 

 

環境管理部・ 所在地等 管轄区域 

東青地域県民局環境管理部 

〒038-0031 

青森市大字三内字丸山１ ９ ８ －４   

青森県運転免許セン タ ー２ 階 

TEL 017-763-5292 

東津軽郡 

上北郡（ 野辺地町、 横浜町、 六ケ 所村）  

中南地域県民局環境管理部 

〒036-8345 

弘前市大字蔵主町４  弘前合同庁舎１ 階 

TEL 0172-31-1900 

弘前市、 黒石市、 五所川原市、 つがる 市、

平川市 

西津軽郡、 中津軽郡、 南津軽郡、 北津軽郡 

三八地域県民局環境管理部 

〒039-1101 

八戸市大字尻内町鴨田７  八戸合同庁舎２ 階 

TEL 0178-27-5111（ 代）  

十和田市、 三沢市 

三戸郡、上北郡（ 七戸町、六戸町、東北町、

おいら せ町）  

下北地域県民局環境管理部 

〒035-0073 

むつ市中央１ －１ －８  むつ合同庁舎新館１ 階 

TEL 0175-33-1900 

むつ市 

下北郡 

青森市環境部廃棄物対策課 

〒030-0801 

青森市新町１ －３ －７  青森市役所駅前庁舎３ Ｆ  

TEL 017-718-1086 

青森市 

八戸市市民環境部環境保全課 

〒031-8686 

八戸市内丸１ －１ －１  市庁別館６ 階 

TEL 0178-51-6195 

八戸市 

 

※ 報告書の宛名は、本県に提出する も のについて は提出先の各地域県民局長宛て と な り ま す。

（ 青森市又は八戸市に提出する も のについて は、 各市にお問い合わせく ださ い。 ）  

 

 

  


